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諮問事項に係る新旧対照表  
 
１．分光全放射束  
新規に追加  

特定標準器  
（法第134条第1

項） 

特定副標準器  
（法第134条第2

項） 

校正等の実施（法第135条第1項） 

校正等を行う者 
特定標準器による校  
正等を行う計量器 

自己校正測定装

置、比較受光器、

単色平行光発生装

置、分光視感効率

近似受光器、配光

測定装置及び分光

放射輝度照度測定

装置であって、国

立研究開発法人産

業技術総合研究所

が保管するもの  

 経済産業大臣  
（ただし、法第１

６８条の２の規定

により国立研究開

発法人産業技術総

合研究所）  

分光全放射束標準光源で

あって、校正範囲が波長

に お い て 360 nm 以 上

830 nm 以下のもの  

     ：諮問事項  

 

２．標準物質（ｐＨ標準液以外の標準液） 

（１）フェノール類６種混合標準液  

新規に追加  

特定標準物質を製

造 す る た め の 器

具、機械若しくは

装置  
（法第134条第1

項） 

特定標準物質 

（法第135条第1
項）  

校正等の実施（法第135条第1項） 

校正等を行う

者 

特定標準器による

校正等を行う標準

物質  

標準液を製造する

ための標準液製造

用精密天びん及び

分析計測装置であ

って、一般財団法人

化学物質評価研究

機構が保管するも

の 

フェノール類６種

混合標準液であっ

て、一般財団法人

化学物質評価研究

機構が保管する標

準液製造用精密天

びん及び分析計測

装置を用いて製造

されたもの 

一 般 財 団 法 人

化 学 物 質 評 価

研究機構 

フェノール類６種混

合標準液のうちアセ

トン希釈のものであ

って、フェノール、2-

クロロフェノール、4-

クロロフェノール、

2,4-ジクロロフェノ

ール、2,6-ジクロロフ

ェノール及び 2,4,6-

トリクロロフェノー

ルの各濃度が1 g/Lの

もの 

     ：諮問事項  
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（２）かび臭物質２種混合標準液  

新規に追加  

特定標準物質を製

造 す る た め の 器

具、機械若しくは

装置  
（法第134条第1

項） 

特定標準物質 

（法第135条第1
項）  

校正等の実施（法第135条第1項） 

校正等を行う

者 

特定標準器による

校正等を行う標準

物質  

標準液を製造する

ための標準液製造

用精密天びん及び

分析計測装置であ

って、一般財団法人

化学物質評価研究

機構が保管するも

の 

かび臭物質２種混

合標準液であって

、一般財団法人化

学物質評価研究機

構が保管する標準

液製造用精密天び

ん及び分析計測装

置を用いて製造さ

れたもの 

一 般 財 団 法 人

化 学 物 質 評 価

研究機構 

かび臭物質２種混合

標準液のうちメタノ

ール希釈のものであ

って、ジェオスミン及

び 2-メチルイソボル

ネオールの各濃度が

0.1 g/Lのもの 

     ：諮問事項  

 

（３）ハロ酢酸４種混合標準液  

新規に追加  

特定標準物質を製

造 す る た め の 器

具、機械若しくは

装置  
（法第134条第1

項） 

特定標準物質 

（法第135条第1
項）  

校正等の実施（法第135条第1項） 

校正等を行う

者 

特定標準器による

校正等を行う標準

物質  

標準液を製造する

ための標準液製造

用精密天びん及び

分析計測装置であ

って、一般財団法人

化学物質評価研究

機構が保管するも

の 

ハロ酢酸４種混合

標準液であって、

一般財団法人化学

物質評価研究機構

が保管する標準液

製造用精密天びん

及び分析計測装置

を用いて製造され

たもの 

一 般 財 団 法 人

化 学 物 質 評 価

研究機構 

ハロ酢酸４種混合標

準液のうち t-ブチル

メチルエーテル希釈

のものであって、クロ

ロ酢酸、ジクロロ酢酸

、トリクロロ酢酸及び

ブロモ酢酸の各濃度

が1 g/Lのもの 

     ：諮問事項  
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（４）銀標準液  

新規に追加  

特定標準物質を製

造 す る た め の 器

具、機械若しくは

装置  
（法第134条第1

項） 

特定標準物質 

（法第135条第1
項）  

校正等の実施（法第135条第1項） 

校正等を行う

者 

特定標準器による

校正等を行う標準

物質  

標準液を製造する

ための標準液製造

用精密天びん、超純

水製造装置及び分

析計測装置であっ

て、一般財団法人化

学物質評価研究機

構が保管するもの 

銀標準液であって

、一般財団法人化

学物質評価研究機

構が保管する標準

液製造用精密天び

ん、超純水製造装

置及び分析計測装

置を用いて製造さ

れたもの 

一 般 財 団 法 人

化 学 物 質 評 価

研究機構 

銀標準液であって、濃

度が1 g/Lのもの 

     ：諮問事項  

 

（５）亜塩素酸イオン標準液  

新規に追加  

特定標準物質を製

造 す る た め の 器

具、機械若しくは

装置  
（法第134条第1

項） 

特定標準物質 

（法第135条第1
項）  

校正等の実施（法第135条第1項） 

校正等を行う

者 

特定標準器による

校正等を行う標準

物質  

標準液を製造する

ための標準液製造

用精密天びん、超純

水製造装置及び分

析計測装置であっ

て、一般財団法人化

学物質評価研究機

構が保管するもの 

亜塩素酸イオン標

準液であって、一

般財団法人化学物

質評価研究機構が

保管する標準液製

造用精密天びん、

超純水製造装置及

び分析計測装置を

用いて製造された

もの 

一 般 財 団 法 人

化 学 物 質 評 価

研究機構 

亜塩素酸イオン標準

液であって、濃度が1 

g/Lのもの 

     ：諮問事項  

 

 


